
神学と人間学と宗教教育（２)

吉 澤 昇

第１章 ドイツ大統領によるイスラムの認

知と公立学校での宗派的宗教教育

１.20周年を迎えたドイツ統一とイスラム

2010年10月３日、東西ドイツの統一から20周年を

祝う行事が、ドイツ各地で開催された。チュービン

ゲンでは特に行事がなく、大学に滞在していた人々

は快晴の静かな日曜日を過ごしていた。ブレーメン

やベルリンで公式の記念行事があったが、チュービ

ンゲン市民は近くの州都シュトゥットガルトの中央

駅改築をめぐる対立騒動に、関心を向けていた。

『未来』530号に簡潔に書かれているが、ドイツで

注目されたのは、記念式典でのヴルフ大統領の演説

である。特に「キリスト教は疑いなくドイツのもの、

ユダヤ教もそうだ。つまり、ドイツの歴史はキリス

ト教的でユダヤ教的なものだ。だが今ではイスラム

教も、またドイツのものだ」という主張が、賛否の

論評を呼び起こした。それも後半のイスラムがドイ

ツに帰属する、統合されているとする点が、強烈な

反論を招いた。

想起すれば東西ドイツ統一の初期に、ドイツとキ

リスト教、特にプロテスタンティズムとの結びつき

が注目された。ベルリンの壁が崩壊した1989年には、

旧東ドイツ地域で変革をもたらした運動に福音主義

教会の果たした役割が、ドイツで評価されていた。

それは、日本でも『激動のドイツと教会』や『非暴

力革命への道』などで伝えられた。すでに1990年に

は『プロテスタントによる革命 1987－1990』が公

刊され、この呼び方は1993年ごろまで、ドイツで用

いられていた 。しかし統一20周年に当たり、カト

リック信者であるヴルフ大統領の発言に触発され、

舞台はイスラムのドイツ、そして公立学校でのイス

ラム宗教教育のテーマへと移った。ほぼ同時期に

チュービンゲン大学学長ベルント・エングラーは、

大学に６講座からなるイスラム学研究センターを創

設し、イスラムのイマーム（祈祷先唱師）と宗教教

育の教師をこのセンターで養成するプランを発表し

た。プランはバーデンヴュルテンベルク州政府が連

邦政府の合意を得て決定している。このセンターは

将来、新旧キリスト教神学部と共に唯一神による救

済宗教の神学部群にされる構想である。

旧東ドイツの体制下の特殊なキリスト教（福音主

義）の諸様式、たとえば西ドイツの宗派的宗教教育

に代わる「キリスト者教育Christenlehre」や、居住

信徒教育Gemeinde Padagogikなどは、統一後に西

側の人々から消極的に評価された 。また社会主義

体制下に存在していた各大学での神学研究も、話題

になる機会が今では少ない。チュービンゲン大学の

イスラム研究センターを積極的に提案しているの

は、カトリック神学部で教会法を担当するRichard
 

Puza教授と伝えられている。ドイツ劇場で主役が入

れ代わった。

40年にわたる社会主義体制下でも、ベルリンのフ

ンボルト大学を始め、ライプチヒ、イエナなどの有

名大学、それに創立後556年の歴史を誇るグライフス

ヴァルト大学などの国立大学に福音主義の神学部は

存続していた。それに加えて大学外に教会は三つの

神学研究施設を持っていた。旧東ドイツ時代に、神

学部がどのように国立大学に統合されたかを、小論

では詳しくテーマとしない。しかし、イスラム研究

センターを国立大学へ創設する方針は、国家による

イスラムの統合を推進する意図に基づいている、と

解釈できる。日本でも報道されているが、ドイツ青

年でイスラムへ改宗し、過激なテロリストになる

ケースもある（朝日新聞2011年２月25日）。そこで、

第二次大戦後から東西ドイツ統一までに生じた三つ

の統合政策の事例を、国家による宗教と宗教教育の

統合への試みと葛藤の史実として回顧しておく。

(１) 旧東ドイツのグライフスヴァルトは市全体が

無血開城し、ソヴィエト軍が占領した。大学は1946

年冬に再開し、２月に新約聖書学の教授Ernst Loh-

meiyerが学長に選出され、15日に就任した。しかし

その時点で、ソ連軍に逮捕され、1946年９月に銃殺

刑に処せられている。ローマイヤー教授は1935年に
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ナチにより、ブレスラウ大学を解任されている。ナ

チの協力者とは考えられない。彼の刑死後の1947年

夏学期から、神学部で「現代における政治・社会的

テーマ」の講義が必修になり、「労働者・農民学部

Arbeiter-und Bauern Fakultat」が大学に設置され

た。1951年からは、戦後のソヴィエト軍によるEnt-

nazifizierung（脱ナチ化）にかわり、東独政府によっ

て大学のEntburgerlichung（脱ブルジョワ化）が施

行され、逮捕されたり、西ドイツへ移住する教会関

係者が多く出る。この時期について克明な個人記録

が、2006年の550年周年記念に公刊されている 。

(２) ペーター・マーザーの『東ドイツの教会』は、

ドイツの後期中等教育段階で使われている政治教育

参考書で、個人的記録を越えて客観的に歴史的経過

を迫って記述している。旧東ドイツの神学について、

国立大学に統合された神学部と別に、旧東独都市に

教会が設立した神学研究のセンターに、マーザーは

注目している。それらはベルリンのSprachen-

konvikt、ナウムブルクのKatechetische Ober-

seminar（教理教師養成所）、それにライプチヒの神

学ゼミナールであった。ある時期東ベルリンの

Konviktの教授であって、後にチュービンゲンの教

授になったE.Jungelは、次のように書いている。「国

家から完全に独立した教会立の神学研究センター

は、権力者に対していわば目の上のたん瘤であった。

そこには精神的自由が規制されずに存在した・・・

それはイデオロギー的な荒地に湧き出た知的オアシ

スであった」 。

W.ウルマンのようにベルリンのKonviktの教師

であった人が、統一過程で指導的な役割を演じ、ベ

ルリン中央円卓会議で、司会者３人の一人として責

務を担っている。

(３) 精神的自由の砦であったナウムブルクの教理

教師養成ゼミナールや東ベルリンのKonviktは、統

一過程で他の組織へ統合された。ベルリンのKonvi-

ktは、1991年３月にフンボルト大学神学部へ統合さ

れている。この時期のフンボルト大学学長は、実践

神学の教授ハインリッヒ・フィンクで、彼は1990年

４月に学長に選ばれ、５月に着任している。以前に

は10年にわたって、神学科の科長であった。すでに

壁崩壊前1989年10月17日から、大学内でマルクス・

レーニン主義の基礎学習廃止や260人の教授・講師・

助手を擁していたマルクス・レーニン主義学科の解

体を学生が要求していた。この内的改革が高揚する

中でフィンクは学長へ就任していた。1991年９月に

ベルリン市当局が、シュタジへ協力していたという

疑いで、免職を告げるまでの期間、フィンクは大学

の自主的な革新に努めた。トマス・ライザーの研究

Schicksalsjahre einer Universitat（1998）によると、

1991年４月以降は「国家の手を借りての刷新」の時

期とされる。東西ベルリン統一後の1991年春から対

立が激化し、1992年７月の新学長着任以降も、法的

係争が続いた。フィンクは市当局から、教会と社会

主義を一致させる考え方だとにらまれていた。「新

フォーラム」や緑の党で活動したJens Reichや作家

Stefan Heymの擁護にもかかわらず、フィンクの免

職は確定され、自主的革新の道は途絶えた。フィン

クに免職が通知された1991年秋以降、旧西ドイツ諸

大学から多くの教授が移住している。その一例であ

る教育学関係の人事については、山名淳教授による

「ベルリン・フンボルト大学の 清算>」で詳しく考

察されている 。

20世紀にドイツの神学部を含めた諸大学で、国家

から強制された非ナチ化・非ブルジョワ化・非社会

主義化という「清算」が反復された。それは大学へ

のイスラム研究センター導入に際しても、指標とさ

れる可能性がある。「清算」では教会や大学で、国家

や地方当局の権力に頼って、排除の原理が暴力を

伴って横行した。1995年のボスニア紛争後、イスラ

ム原理主義に学問上の理解を表明することも、ドイ

ツ社会では禁句となった。チュービンゲン大学での

イスラム学研究センター創設に伴っても、イスラム

宗教諸団体のなかで選別と排除が現実化しうる 。

２.大統領によるイスラムの認知に、人々はど

のように反応したか。

ヴルフ大統領のイスラム認知演説については、日

本で報道も乏しく、論評も見ない。ただNHKテレビ

2011年２月５日の番組「海外ネット」で、ケルンに

建設途中のモスクと関連付け20周年式典も短く放映

された。ドイツ系市民のモスクへの反感が強調され、

その脈絡でイスラム指導者に対するオルデンブルク

大学での政治教育、たとえば基本法第３条（男女同

権）の学習の場面が放映されたが、公立学校でのイ

スラム教育やイスラムとキリスト教の夫婦の増加な

ど、具体的係争の報道はなかった。

ヴルフ大統領は、ドイツにおける文化的多様性を

認めつつも、東洋と西欧が今や分かちがたいとして、
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「ヨーロッパ連合では諸国民国家でありながらも統

合がなされている。そのようにドイツでも、多元に

おける統一を」と呼びかけた。この演説に対して、

政界、論壇、学会、教会関係者から、10月中だけで

も強い反応が表明された。与党であるキリスト教民

主同盟や社会同盟は、否定的な見解を示した。特に

キリスト教民主同盟は、11月に予定した党大会の運

動方針案で、「キリスト教的ユダヤ教的伝統と歴史的

経験は、ドイツ社会の団結の基盤であり、ドイツの

基調文化Leitkulturである」と規定した。方針案で移

民の統合問題Integrationに多くの頁を割き、社会民

主党と緑の党が唱えてきた多文化主義政策を排除し

ている。イスラムの宗教教育を公立学校に導入する

としても、国家の監督下に実施すると明言してい

る 。与党連合で最も強硬にイスラム＝ドイツを否

定したのは、バイエルン州を基盤とするキリスト教

社会同盟のゼーホーファー代表であった。政界の反

応はさておき、小論では南ドイツ新聞に掲載された

論評から、二つを考察したい。

一つは、10月13日の紙面に掲載された、ミュンヘ

ン大学福音主義神学部教授フリードリヒ・ヴィルヘ

ルム・グラーフへのインタヴュー「我々は基本法（憲

法）に（キリスト教の）洗礼を受けさせてはいけな

い――イスラム論争：ドイツの諸価値は、どのよう

にキリスト教・ユダヤ教的なのか」。他の論評は、ラ

カンやデリダによる現代文化批判が日本でも訳出さ

れているスラヴォイ・ジジェクの論稿「自由主義的

な価値の限界――多文化主義への批判と基調文化を

擁護する左派の弁論」である 。

グラーフは自身を「自由主義神学者」と規定し、

学際的な「キリスト教文化科学」と神学を理解する

学派の代表者である。三島憲一教授は、グラーフを

急新的と見なしているが、疑わしい点もある 。

グラーフへのインタヴューでは、いくつかのテー

マが区切られずに論じられている。まず大統領演説

に関連して、ドイツの基本法（憲法）がキリスト教

的ユダヤ教的な遺産に基づいていると、与党幹部が

論じた点をグラーフは批判している。彼はこの主張

を否定し、「自由な憲法による国家は、国家が宗教に

関し中立であり、道徳的、宗教的、法律的テーマが

それぞれ明確に区別されることで存続している」と

いう。つまり「近代の立憲国家、特にドイツにおけ

る法治国家は、教会に対立して建設された。1950年

代まで“人権”は近代的人間の錯誤として、教会で

批判的に論じられていた」。グラーフは「憲法を啓蒙

思想の所産とする」見解を表明する。しかし大統領

の イスラムはドイツのもの>という演説に対し、

「イスラム教徒であるドイツの国家公民は、ドイツの

ある特定の価値秩序に賛同する義務はなく、ただ法

秩序を認めねばならない」という。移民の統合と宗

教の関連について、「移民は自らを積極的に宗教で自

己規定していない・・・ドイツのイスラム共同体は、

多元的なイメージを与えている」とする。ここで、

多義的なイメージの例として、エジプト人の医者、

イラン人の物理学学生のほかに文盲の人を挙げてい

る。グラーフが自分のイメージを述べたのか、ドイ

ツ人のイメージを批判したのか、明確な表現には

なっていない。しかし、対話は幹部だけがしている

という発言からも、イスラムを文盲とするイメージ

はイスラム劣等視ではと問われかねない。

宗教間の対話について「問題を正しく評価する助

けにならない・・・ドイツ社会では宗教の演じる役

割はほとんどない。しかし国家は宗教的にも世界観

でも中立であるのだが、宗教的団体に対しては積極

的に関与できる」と述べている。

グラーフは普遍的人権と社会生活の法秩序を中心

にドイツ基本法秩序を統合の原理とした 。それに

対し次に紹介するジジェクは、リベラル左派に対し

抽象的な普遍主義を克服し、伝統的文化価値を集団

的に擁護する規則、特に礼儀作法の規則に見出され

る尊敬の原理を強調した。ジジェクは、2010年10月

17日のメルケル首相の言明から論じ始める。

メルケル首相は、共生のための多文化的な手がか

りは失敗したと言明した。メルケルは今後、基調文

化（文化設計）Leitkulturをめぐる２年前からの論争

の、保守的な方向を推進していくだろう。この保守

的な方向はどのような路線の国家でも、そこに住む

他の文化の構成者も敬意を払わねばならない、支配

的な文化領域に基礎付けられているという見解に立

脚している」。ジジェクは、文化的人種主義だと基調

文化論をただ非難するのではなく、「どのような普遍

主義の実践も、ある特定の文化的領野において具体

化されるのではないか」と問いかける。敬意を払う

respektieren気を遣う、配慮するという用語が、グ

ラーフの法治主義やハーバーマスの憲法愛国主義と

の相違をかんじさせる。ジジェクの言う普遍的なも

のと特定の文化領域でのその具体化というテーマ

は、キリスト教の歴史でもいつもテーマであった。
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ジジェクはこのテーマを「今日の普遍的人権に依拠

する世俗社会で、個人の自由意志をただ尊重するの

では、自由意志から（社会行動が）切断されること

になる」と現代の状況に当てはめている。これはイ

スラム女性のスカーフの着用を含め、公共の場で見

られるイスラムの表現行為が、西欧社会で原理主義

的行動と単純化されることへの、ジジェクの批判で

もある。

西欧のリベラルな普遍主義では、人権のような価

値が、すべての文化にとって妥当することを実証す

る事実に基づいているのではない。ただ個人を社会

的な状況に関わりなしに、《普遍的》と解釈するラジ

カルな意味づけに依拠している」。こうしたジジェク

の説明は、キリスト教の説く救いが普遍的啓示とし

て教えられたことを考えれば、理解できる。

常在する諸々の自然や社会の日常的事実の啓示に

ではなく、ただ聖書の言葉の意味の枠組みに啓示を

限定することで、キリスト教社会の普遍主義は成り

立っている。常在する事実の啓示に人々が従ってい

れば、抽象的法秩序は必要ない。しかし伝統や習俗

が忘却されれば、「国家の法秩序に支配されているだ

けの普遍的な抽象的個々人が生ずる」。

従ってジジェクは、憲法（基本法）秩序ではなく、

リベラルな左派も、基調文化Leitkulturの考え方を、

適切な事実記述だと認めると良いという。以下は論

稿後半の主張である。「個人の自由と権利に対する尊

敬・・・（無神論を含む）宗教信教の自由、性的な志

向の自由、すべての人を、すべてを批判する自由」、

ジジェクはこれを自由主義的基調文化の中心的要素

だとする。イスラム教徒も、西欧世界で通用してい

る基調文化を受け入れ尊敬すべきだという。従って

サルマン・ラシュディは望むままに執筆できるし、

週刊誌にモハメットの風刺画を掲載してよいとい

う。西欧の雑誌にイスラムの基調文化に同調する記

事や、ローマ教皇庁を批判する記事も掲載できると

する。

グラーフ教授の法秩序を強調する主張に関連する

が、知的批判もテロ行為だと論難するローマ教皇庁

に対して、ジジェクは「言論の自由は法律に守られ

るにしても、どのような論難のやり方が許容できな

いかを規定している、不文律の（文字になっていな

い）礼儀の規則に従うときにだけ、正常に機能する」

という。

この礼儀作法の規則は、民族的あるいは宗教的な

行状のどのようなメルクマールが、許容され、どれ

が許容しがたいかを、我々に示しうる。全メンバー

が、このような不文律の礼式（Formen＝Manieren）

で一致しないと、多文化主義は法律に規制された無

知と憎悪に成り変わる」。

アリエスは『子どもの誕生』で、エラスムスから

フランソワ・ド・ラ・サルに至る礼儀作法書を論じ、

エリアスも『文明化の過程』を公刊している。この

ように普遍的宗教規範から具体的生活規範が解放さ

れる過程に、研究者の関心が向けられた。最近では、

言語生活での宗教的普遍的規範からの離脱や、人間

相互間の 私>的言語生活規範が18世紀サロンで誕

生した歴史が、研究テーマとされている 。ジジェク

の主張は、18世紀ドイツで誕生するGeselligkeit人付

き合いのエチケットを、さらには、ヘルダーの教理

問答書Katechismusの初版（1798年刊）に付された生

活規則Lebensregelnを想起させる 。

従来のリベラル左派が、普遍的人権理論に頼って、

他人への尊敬を抽象的規範の次元で描いてきたのに

対し、ジジェクは次のように結んでいる。「単なる尊

敬を脱却し、相違する諸々の文化が共存し交じり合

えるような、積極的で開放的な基調文化を見出すこ

と、これが解放のために戦う人にとっての課題であ

る」。

３.チュービンゲン大学イスラム学研究セン

ターと基本法第７条

すでに記述したように、バーデン・ヴュルテンブ

ルク州のチュービンゲンで、大学学長が六講座から

なるイスラム学研究センターを、2011年冬学期に創

設する計画を発表した。地元の新聞Schwabisches
 

Tagblettは10月７日号に、このセンターの目的であ

るイマーム（イスラムの祈祷先唱師）養成を中心に、

詳細な報道を掲載した。14日にはタウンニュース紙

であるTubingen Wochenblettも、連邦で最初のイ

スラム学研究センター創設案として、報じている。

すでに10月５日夕には『天国の旅――イスラムの

ガードマンに対する私の闘い』を執筆している作家

ネクラ・ケレクが、イスラム社会批判の講演会を市

内で開き、250人が集まっている。チュービンゲン市

で影響力を持つオジアンダー書店が、この講演会を

企画した 。大学では助手層の教員が、伝統ある新旧

キリスト教神学部に対抗するイスラム神学部の出現

と受け取るなど、混乱した評価が流れていた。
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1991年段階で、旧東ドイツに住む外国人は住民の

１％で、旧西ドイツは８％とされた。しかしそれか

ら20年で比率は激増している。グラーフ教授の住む

ミュンヘン市では、2007年に35.2％、以前彼が大学

で教えていたアウグスブルク市は39.5％、バイエル

ン州全体でも、移民は住民の19.3％ 。特に三歳以下

では35.2％にも達する。学齢期世代でも出自が移民

Migrationshintergrudの子どもが多い。アウグスブ

ルク市のある中学校教師は、担当クラスの実情を次

のように新聞紙上で報じている。全校生徒のほぼ２/

３が移民の子どもである中学で（移民の子どもの

40％はトルコ系イスラム）、彼女の担任クラスでは、

26人中22人が移民である。基本法が規定するキリス

ト教の宗教教育は基盤をほぼ喪失し、代替教科であ

る倫理の授業に多くのムスリム、一人のヒンズー教

徒、二人の仏教徒、三人の無信仰のドイツ人生徒が

参加している、と報じている 。

基本法第７条の規定する公立学校での宗派的キリ

スト教教育がアナクロニスムであるという批判は、

すでに1969年前後から提起されている 。1991年２

月に発表された『Braunschweiger Ratschlagブラウ

ンシュヴァイクからの勧告』の第７項と第８項は、

基本法第７条に関し、二つのタイプの条文規定改革

案を提示している。それはグラーフ教授とジジェク

との相違にも通ずるが、この20年にわたってほぼド

イツ文化の底流となっている対立する二方向を表現

している。勧告第７項は、全員が参加できる、つま

り宗派を超えた一般的宗教教育への改変案である。

推測されるように、勧告第７条の背景には、第二次

大戦後の宗派的宗教教育に対して、1960年代にアド

ルノやハーバーマスの影響を受けた批判理論派や、

近代啓蒙の発展を求める人々の普遍的人権論があ

る。勧告第８項は、特殊的な相違がある具体的生活

経験に基づいた選択的学習への方向である。真理問

題を含んだ対話も重視し、宗教・哲学・倫理諸教科

を包括する学習領域への改変路線である。

1991年の『勧告』は、ブラウンシュヴァイク工科

大学「福音主義神学と宗教教育学」ゼミナールのラ

インハルト・ドロス教授の還暦記念として、ドロス

に縁がある若手研究者三人が執筆した。そのうちに、

現在ハノーバー大学で活躍しているHarry Nor-

mannがいる。この勧告を、ブレーメン大学のロット

教授やハンブルク大学の宗教教育学担当者は、公立

学校での宗教教育改革の方向を明示した提案と評価

している 。

ドイツの宗教教育学界は百家争鳴の印象を与え

る。カトリックと福音主義という対立だけでなく、

福音主義教会内でも分類できないほど神学者の主張

は相違している。指針を示す（しかし、結果的には

混乱を拡大した）のはEKDドイツ福音主義教会の覚

書で、目下のところ1994年刊の『Identitat und Ver-

standigung自立と相互了解』が1980年代からの動向

を総括している。そこでは、1991年の『勧告』は明

記されてないが、その問題提起には応えている。さ

らに『勧告』で明示されていない宗教教育をめぐる

論点、たとえば公立学校での宗教教育は、信仰告白

や信仰伝承が目的なのか、宗教の文化的倫理的要素

の学習なのかも問われている。後者はReligionskun-

de、つまり脱信仰の宗教教育である。ドイツの公立

学校へのイスラム宗教教育導入という今日の課題に

関連して、第二次大戦後の論点の概略を小論でも整

理し、宗派的宗教教育の今日的在り方を考える準備

を次に簡潔に試みたい。

第二次大戦後65年余りのドイツ宗教教育史につい

ても、思想的立場の相違から、相対立する論著があ

る。しかも、学校現場に即した教育実践史は見出せ

ず、多くは自らの主張見解からのデッサンである。

従って異国の研究者としては誤解の上塗りに陥る恐

れがあるが、1991年の『勧告』とドイツの再統一と

の関連で、いくつかの「偏った」論著を総合して輪

郭付けに努力したい 。

４.1945年以降のドイツにおける公立学校での

宗派的宗教教育をめぐる諸主張

主張が複雑に対立しているので、年代順に網羅し

た記述は出来ない。修道院生活を経験した筆者に肝

要と見える争点を三点だけ考える。

１)信仰の継承・宣教Verkundigungなのか、ドイツ

の文化財としてのキリスト教の学習、つまり教

養・人格形成の一助なのか。

２)内的生活での個人的経験か、他者や世界へ開か

れた批判的社会実践なのか。

３)信仰の真理性要求Wahrheitsanspruch des
 

Glaubensと多元的文化論や多宗教間の相互理解

教育は両立するか。

この争点は普遍主義と個別主義の二項図式だと批

判されうる。たしかに究極的には絶対神と人間、神

学と人間学という二項に関係する。しかし現実は、
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ドイツ社会の複雑な歴史と社会状況によって複合的

であって、多様で相対的な解決策が模索されている。

１)チュービンゲンのWildermuth-Gymnasiumで

６年生の宗教の授業を、2005年に参観したことがあ

る。マルコ福音書第４章30－32節「神の国はからし

種のようである」をテーマとしていたが、環境教育

のような授業であった。担当教師の主専攻は音楽で

ある。現行の宗教科教科書では、毛沢東や鴨長明な

どの文章を含むものもあり、キリスト教信仰が核に

なっていない。1950年代はこのように信仰が一般教

養に溶解していなかった。

戦後のアデナウアー首相の時代、西ドイツではキ

リスト教信仰復活の時期といわれる。戦後から1960

年代初めまで、福音主義の宗教教育では聖書中心の

宗派的教理伝授の教育Evangelische Unterweisung

が、それに対する批判的代替物なしに独走していた。

当時この傾向を指導していたのはHelmut Kittel

（1902－1984）で、彼は公立学校での宗教科を「学校

内の教会」と形容し、1947年には『宗教教育から福

音主義的教理伝授へ』を公刊した。そこではまず 宗

教教育>への疑念が記され、２節以降、聖書、讃美

歌集、教理問答、教会史、学校での礼拝集会の順に、

信仰の継承伝播の素材が論じられている。キッテル

にとって「宗教」は排除すべき用語で、聖書教授に

よる信仰生活の育成が肝要であった。脱信仰の宗教

教育など眼中になかった 。

キッテルなどの聖書と信仰生活を中心とした教育

を、方法的に変革すると主張したのは、聖書教授に

解釈学的方法を導入したシュタールマンの『キリス

ト教と学校』（1958）などである。このようにキリス

ト教の伝統の継承に対し、時代の課題を抱えて生け

る人による理解という枠組みが提示されると、やが

て聖書が宗教教育の中心を占めることへの疑問が生

じる。1966年10月に、H-B,Kaufmannが『聖書が宗

教教育の中心を占めるべきなのか』と題する講演を

行い、宗教教育が課題解決志向的教育へと明確に転

換していく 。

キッテルは、トレルチなどの「学際的なキリスト

教文化科学としての神学」、つまり自由主義文化プロ

テスタンティズムや、カービッシュなどの宗教教育

改革運動に対しては、対極的な弁証法神学の方向を

明示していた 。彼の立場は1960年代以降、批判理論

に心酔した神学者から批判され、EKDドイツ福音主

義教会の公式文書では、今日否定されたといえる。

しかし既に紹介したニュルンベルク大学のレーネマ

ン教授の宗教教育学は、キッテルを継承している。

また聖書解釈を宗教教育の中心に固持しているBal-

dermann教授（ジーゲン大学）を、無視する神学者

もいるが、高く評価する人もいる 。東西ドイツ統一

のテーマでは、西側の神学者の中で、バルダーマン

は旧東ドイツの信仰生活を中心とする「キリスト者

教育」と西側の「教養・人格形成の一助としての宗

教教育」との対比を、統一直後にまともに試みてい

る 。「キリスト者教育」の意義を、アンネリーゼ・

カミンスキーは日本での1995－1996年の講演で、西

側の教会に対して擁護している。カミンスキーの主

張も含め、世俗の公立学校での宗派的信仰の伝授の

テーマは、Gemeindepadagogik（居住信徒教育）と

からみ、未解決のテーマである。脱信仰の宗教教育

で、すべて解決しているのではない。

２)第２点は、戦後西ドイツで宗教教育に批判理論

（フランクフルト学派）が与えた影響に関連する。こ

のテーマを戦後宗教教育通史で強調しているのは、

デュースブルク大学教授のリッカースで、彼は2002

年２月に同志社大学神学部で、「ドイツの宗教授業

――相互宗教間学習という特別な観点から」と題す

る講演をしている。テープ記録から推察すると、日

本の聴衆は講演内容を理解できなかったようだ 。

宗教教育学年報12号（1995）に発表した論文で、リッ

カースは1945年からのドイツ宗教教育学の総括をし

ている。その中で戦後の信仰伝承を主とした「福音

主義の教え」から課題解決志向的宗教教育への転回

を、1966年から1975年の時期に描いている。日本の

講演ではその起因を「文化革命（学生運動）」とだけ

述べている。年報12号ではHeinz Joachim Heidorn

教授（1916－1974）のBildung人間形成論の理論枠組

みを分析して、転回を説明している 。

体制順応を意図する権威主義的Erziehungに対

し、Bildungを単なる教養ではなく、人間性を自らの

うちに実現する批判理性に基づく自主性の形成と見

なすのが、ハイドルン教授の人間形成論である。彼

は1961年から没年の1974年までフランクフルト・ア

ム・マイン大学教授であった。そこはホルクハイ

マー、アドルノ、マルクーゼなどの批判理論の拠点

であり、ハイドルンは1967年にアドルノと協力して

『現代にとって、Bildung人間形成とは何か』を公刊

している。同年に、エルンスト・ブロッホと『人間

形成と宗派信条Bildung und Konfessionalitat』も公
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刊した 。

ハイドルンは青年時代から急進的社会主義者だっ

たが、死ぬまでキリスト教会と断絶はせず、マイン

ツ大学神学部のオットー教授が編集した『実践神学

入門』（1970）に、教育Erziehungの項目を寄稿して

い る。最 後 の 論 文『Überleben durch Bildung

人間形成の彼方へ』（1974）は、現在も神学者によっ

て引用される機会が多い。

ハイドルンの批判理論的人間形成論は、同僚であ

るアドルノの「アウシュヴィッツ以後の教育」（1966）

や「何に向けての教育か」（1966）などから示唆を受

けている 。しかし『人間形成と宗派的信条』への寄

稿論文に描かれているが、宗教改革以後の新旧両教

会による超越的真理性要求の争いに対し、ルネサン

スや新人文主義の遺産を継承し、人間の批判的合理

性の復権を求めている 。

リッカースは1970年代後半に、 聖書伝授の教え>

から課題解決志向的宗教教育への転換が完成し、「そ

れ以来、ドイツの宗教授業は倫理的ないし社会倫理

的に行われている」という。従ってノルトライン・

ヴェストファーレン州で宗教科の代替として「実践

哲学」が新設されたが、この「実践哲学」の学習が

政治教育になり、批判的実践へ行動する能力を育て

ることを期待している 。

３)ハイドルンは「人間形成と宗派信条」で真理性

請求をめぐる宗教間の争いを批判した。1991年の「ブ

ラウンシュヴァイクの勧告」で二つの解決策が提示

されたように、この問題は既に神学的なアポリアと

は認識されていない。争いを解決する教育として多

文化間、多宗教間学習が一見支配的流行となってい

る。しかし、小論で簡単に紹介したレーネマン教授

とリッカース教授という、ドイツで流行中の多宗教

間学習の双璧とされる神学者間で、信仰や聖書解釈

をめぐって、また宗教教育と政治社会批判の関連に

ついて、相互理解が欠けている。レーネマンの主著

Evangelische Regligionspadagogik in inter-

religioser Perspektive（1998）には、リッカースは

ただ註に一度だけナチズム期研究者として登場す

る。レーネマンは1980年前半から宗教間学習に取り

組み、フランスでも注目されていたが、リッカース

は無視している。日本でも、学習院大学の飯坂芳明

教授がレーネマンのゼミに参加し、レポート発表も

している。しかし、弁証法神学に囚われた日本のキ

リスト教教育は関心を向けなかった 。

宗教相互間学習におけるレーネマンとリッカース

については、特に聖書や信仰についての考え方を、

それぞれの背景にある弁証法神学や批判理論に立ち

返って、相互問無理解を評価する必要がある。

なお1960年代の宗教教育の変革については、カト

リック教会側の変革にまず注目する福音主義神学者

もいる。ヴァチカン公会議の影響やHubertus Halb-

fasの仕事、それに J-B.Metzの『世俗の神学

Theologie der Welt』（1968）、Hans Kungの仕事な

どが、福音主義教会にも影響を与えた。この点を小

論で考察できないが、宗派間の真理性請求の争いを

収め、宗教間相互学習として宗教教育を革新する導

き手とされてきた。しかしカミンスキーのように、

旧東独のキリスト者教育の伝統の意義を保持する人

もいる。宗教教育を社会科学や教育学に溶解するの

でなく、レーネマン教授のように、新約聖書の福音

の現代的意義を一方の原理として、対話を求める人

も健在である。他方、リッカースでも、宗教間相互

学習と「信仰告白に基づく宗派的宗教授業」の関係

は、はっきりと説明されていない。それはブランデ

ンブルク州の「人間形成・倫理・宗教」LERの推進

者である、ブレーメン大学のロット教授が、脱信仰

のLERと宗派的宗教授業を個人的には両立させた

いと、私的に漏らしていた点に通じている。信仰の

立場と脱信仰でなければ通用しなくなった社会の現

実と、ドイツの宗教教育学者は険しい難路をたどっ

ている。この難路に、イスラムとイスラム教育の公

立学校への導入が、さらに降りかかっている。

第２章 人間の教育と信仰告白

１.二つの近代――礼儀作法書とカテシスム

（教理問答書）

宗教教育の深層に存在する信仰告白と「それは人

間であることと何の関係が有るのか」との問いの対

立は、16世紀という近代の出発時から明白になって

いる。渡辺一夫教授が遺した『フランス・ユマニス

ムの成立』（1976）は、この視点から近代を描いてい

る。日本にはキリスト教的ヒューマニズムを建学の

精神となす学校が多いが、残念なことに、渡辺教授

の問題提起は受け止められていない。トレルチ、ウ

エーバー、大塚久雄などの近代観が強く、ルネサン

スの意義は軽視されている。

デュルケームの L’evolution pedagogique en
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France (1938）はルネサンス諸潮流でラブレーを重

視し、その仕事を百科全書派的啓蒙や実学的科学教

育に結び付けている。この書はソルボンヌで1904年

の学年次に講じられたフランス中等教育史によるの

で、子ども史としては不十分である。日本で『 子供>

の誕生』の書名で通るアリエスの『旧体制下の子供

と家庭生活』は、初版（1960）の序文によると「家

庭の絆」感情の歴史をテーマとしている 。初版で挿

入されていた「学校生活」の部が、1975年の版で八

割方削除された 。アリエスがデュルケームの学校

史を意識した接点はさらに不明となったが、ルネサ

ンスのアリエスなりのイメージは構築されている。

第３共和制的でも、ドイツ育ちの教育史でもなく、

信仰告白よりも人間的な生活感情の変遷を描いてい

る。ツヴィングリとは接点があったトマス・プラッ

ターの自叙伝を、Ｌ・フェーブルに従って用いてい

る 。しかし宗教改革や、子供期と成人との境界とし

ての信仰告白についての論述はない。対照的にルネ

サンス期から旧体制下にかけて民衆生活にまで影響

を広げた礼儀作法書が、子ども観の変化の指標とさ

れている。アリエスは初版の序文によると、成文法

による制度ではなく、感受性と生活態度（慣習）か

ら人間の研究を志した。ドイツ系の教育史はルター

の「キリスト教的な学校を設立し且つ維持せよ」

（1524）の勧告を重視し 、聖書と教理問答伝授の場

を近代学校の原型と見なしたが、アリエスは宗教改

革をほぼ対象から外している。カルヴァンが信仰告

白への導きを教育Institutionと規定し、ルソーが『エ

ミール』でそれを天上から地上へ落下させたことで

近代教育思想は特徴付けられるが、アリエスは生活

により近い礼儀作法の習得に注目している。第１部

第５章、第２部第７章、第３部第２章と全篇を通じ

てテーマとしている。

1977年にアリエスはエラスムスの『子供の礼儀作

法』（1530年）仏語訳に自分の序文をつけて出版し

た 。13頁にわたる序で、まずエラスムス以前に生活

態度を世間で習得する礼儀作法civiliteが、文字化さ

れない口承伝聞の教育として存在した歴史を述べて

いる。口承伝聞の礼儀習得は規律取締りpoliceとし

てではなく、隣人への尊敬の感受性により伝聞され

たという。さらにエラスムスの前史として、文字化

された古典や衛生指南書も挙げられている。アリエ

スは挙げていないが、14世紀末に書かれた『メナジ

エの妻への書』など、私的な作法も残されている。

国家的な法制度ではなく、家庭を中心に尊敬と愛情

で生活を織り成す智恵が伝えられている 。

２.エラスムス著『子どもの礼儀作法』

エラスムスは『児童教育論』（1529）で、「人は生

まれながらに人なのではなく、人となっていく」と

主張した 。1529年当時、幼児洗礼の是非や再洗礼か

信仰告白かが論じられ、暴力による決着も生じた時

期の発言である。エラスムスの人間学は、修道院を

脱出し多くの外国を放浪し、トーマス・モアのよう

な人と交わった生活で形成されている 。1530年に

ラテン語で執筆された『子どもの礼儀作法』は、1537

年に仏語訳が公刊され、1558年からはカルヴァン派

など改革派もローマ教会的用語を削除した版本を迎

え入れた。ケルンなどライン川沿岸諸都市、パリ・

リオン・アントワープ・フランクフルト・ライプツィ

ヒで出版され、1530～1600年の間、４万７千部が流

通していたとされる。17世紀にはオランダで、カル

ヴァン派流へ修正された６種の版が出ている 。ア

リエスによると17世紀に礼儀作法書の変化が生じ

た。このことは後述する「近代カテシスムの成立」

つまり教理中心であったカテシスムの道徳化にも連

動している。作法書でも対人的感受性や世間知の習

得にまして、キリスト教的な情動抑制が強調されて

くる。アリエスが叙述する変化は、エラスムスから

ラサール会の創立者が執筆した『キリスト教的礼儀

作法』（1703）への移行である 。道徳が変わった

reforme moraleとアリエスは言う。当然エラスムス

の新版はオランダを例外として数少ない。ポール・

ロワイヤルの規則書とニコルの道徳論が書かれ、ラ

サールの書はジャンセニズムに対峙する正統派の作

法書として迎えられた 。

エラスムスの礼儀作法論で特徴的なのは道徳律の

普遍性にこだわらず、日常生活の地域性や人の自然

な流儀などにも順応した考え方である。それは『エ

ラスムス教育論』（中城進訳）で150,161,162,168,

185－６の各頁に読み取れる。改革派による修正箇所

は不明であるが、第３章「教会の中での作法」や第

４章での食前後の祈りなど、私自身が修道院で求め

られたものと比し、エラスムス本人の記述も緩和さ

れた作法である。

シャルチエとジュリアは、彼らの教育史第４章で

近代フランスの教育がどのように芽生えたかを興味

深く記述している。その記述で教会が礼儀作法書を、
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「カテシスムや説教に加えてキリスト教化の道具と

見なした」歴史が描かれている。しかし結論部では

次のようにまとめている 。「結局最後には基礎的知

識の習得が他より優先され、社会組織の功利主義的

諸原理が、神の秩序をかえり見ることから逸れてし

まう・・・宗教的な目的は喪失されるが、学校とい

う実践の形式は永続的方式で、教育的関係をしつら

えた」（P.145）。

３.カテシスム、信仰告白への指導書

1974年に公刊されたブラウンシュヴァイク国際教

科書研究所叢書第20巻は『西欧諸国の教科書におけ

る宗教改革と反宗教改革』と題している。しかし1976

年に出版されたシャルチエ、ジュリアなどの近世教

育史では、「カトリックとプロテスタントとによる二

つ宗教改革」と表記している。それはすでにＬ・

フェーブルが「多様な宗教改革」という表現で、宗

教改革に自由な批判と多様性という成果を読み取っ

た試みを継承している。

しかしカテシスムは、自由な批判であると同時に、

それを抑圧する教化ではないのか。渡辺一夫教授は

ユマニスムと宗教改革との相克と断絶をカルヴァン

の生涯に見ている。小林政吉教授は『宗教改革の教

育史的意義』（1960）で、ルターとカルヴァンの教理

問答執筆経過を考察した。ルターでは1516年の十戒

についての説教から1529年の大小２種の教理問答執

筆までの考察である。結論として小林教授は「初期

の教理問答の意図と1529年に完成された教理問答の

それとを比較すると、相当のずれが生じている」と

いう（128頁）。ずれとは「1516年や1518年には、キ

リスト教の純粋な本質を述べ伝えようとしていたの

が、ルター派の宗教的教義を教える教科書」を書き

上げる結果になった（129頁）ことを指す。小林教授

はルターの教理問答が「統制的な意図」をもつとか

「人心の統一の道具という性格を持っていた」という

（129頁）。

カルヴァンのカテシスムについて、1538年と1545

年のカテシスムを小林教授は考察している。1988年

にはカルヴァン研究者でもある渡辺信夫牧師が、

『ジュネーブ教会信仰問答――翻訳・釈義・関連資料』

を公刊した。この書は1538年の「信仰の手引き」ラ

テン語版序文と、1545年の信仰問答全文の新訳さら

に渡辺師による釈義を含んでいる。13世紀のワル

ドー派以来のカテシスムの歴史が説明され、Johann

 

Michael Reu:Quellen zur Geschichte des kirchli-

chen Unterrichts in der evangelischen Kirche
 

Deutschlands zwischen 1530 und 1600, 9 Bde

(1904-35)、その他貴重な文献が挙げられている。し

かし小林教授の研究は言及されていない。また後述

するジャン-クロード・ドーテルの『近代カテシスム

の諸源流』（1967）その他カトリック教会での研究も

案内されていない。

小林教授は、カルヴァン独自の堅信礼Confir-

matio批判や同志的教会Bekenntniskirche樹立の考

えが、カテシスムを信仰告白に直結させたと述べて

いる。また義認に留まらず聖化という倫理的精神へ

信者を導く内容になっていることが、カルヴァンの

カテシスムの特徴だと解している 。

デュルケームもアリエスも、またソルボンヌのス

ニーデルス教授も、教育史にカテシスムを位置づけ

ていない。それに対しシャルチエなどの教育史（1976

年刊）は、エラスムスの礼儀作法書の普及を調査し、

カテシスムも教育史のテーマとした。それはドーテ

ルの近代カテシスムの成立過程研究が、多面的に実

証した成果に影響されている 。ドーテルは1620年

から1660年までに、フランス近代でのカテシスム教

授内容、伝統的形式や教職者用と子供用との分離な

どが明白になったとしている（P.153）。ドーテル以外

のほかの研究者も、フランス諸地域を限定して資料

を調査し、その成果から改革派を含めた学校の16世

紀後半から17世紀にかけての実態を解明した。ただ

カトリック教会でのカテシスムの多くは、1565年刊

のオージェ士のそれを始めイエズス会士の執筆した

書である。ドーテルは同会士として原資料を利用で

きた。

小論の紙数も既に尽きており、ドーテルの大著も、

ドイツ語圏の研究、それに各地大学にある教理問答

書のコレクションについても言及できない 。ただ

シャルチエなどの教育史の特徴的な記述に一言した

い。カテシスムが地域の諸司教によって出版された

こと、地域の司祭の宗教知識や司牧生活の改善が同

時代に進められたなどの記述に注目される。リュシ

アン・フューブルの1924年の講演で描かれた司祭の

実情からも、17世紀における近代カテシスムの成立

は、教育者が教育されることによって可能となった。

現代ドイツの公立学校で授業を参観すると、専任担

当教師の不在とか素養不備で、宗派的宗教教育が崩

壊している現実を思い知らされる。宗教教育の教育
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者向けの教理問答と、年少者を対象としたカテシス

ムとの比較研究も、今後批判的に深められる必要が

ある。信仰告白と教育との相違が、ルソーの『エミー

ル』にも増して明白に見えるかもしれない 。（カル

ヴァンの『ジュネーブ教会信仰問答』は10歳～12歳

の子どもを対象としている。渡辺師の訳と釈義とは、

小学生に理解できない。）
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ランス語訳がある。Thomas Platter;Autobiographie

(1974)

34)Martin Luther;Offener Brief an die Ratsherren aller
 

Stadte Deutschlands, christliche Schulen einzurich-

ten und zu unterhalten (1524). In:Martin Luther
 

Taschenausgabe. Auswahl in funf Banden, Bd.5,

S.206－234(1982)。ルター「ドイツ全市の市参事会員に

対する勧告」、ルター（吉村訳）『現世の主権について、

他２篇』 岩波文庫>（1954）所収。

35)パリの出版社Editions Ramsayから刊。これは1877年

刊のAlcide Bonneauによる仏語訳を復刊したもの。

Anton J.Gailによるドイツ語訳（1963）、Schoningh版

とは多少の相違がある。日本語訳は、中城進訳『エラス

ムス教育論』（1994）145頁～187頁。ただし164頁の使徒

行伝は、使徒信条が正しい。le symvole des Apotres.

36)アイリーン・パウアー（三好訳）『中世に生きる人々』

（1969）127－182頁。

37)Erasmus;Declamatio de pueris statim ac liberaliter
 

instituendis, 493b. この言葉はJ.C.Margolinによる

版本（1966）で、ラテン語原文P.389、フランス語訳P.

388。中城訳前掲書23頁。

38)エラスムスとモアとの交友については、Johan Huizin-

ga;Erasmus and the age of Reformation.(1957)P.
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209-211,231-239,宮崎訳（1965）232-235,242-252頁

39)Roger Chartier/Dominique Julia/M-M: Compere;

L’education en France du16 au18 Siecle(1976)P.

138-142.

40) Jean-Baptiste de La Salle;Les regles de la Biensean-

ce et de la Civilite Chretienne. (1703) in. Cahiers
 

lasalliens.N 19.s.d.(前掲書、注39による).

41) 17世 紀に生じたモラルの変化は、第５章 De
 

l’impudeur a l’innocence（独語ではVon der Scham-

losigkeit zur Unschuld）で叙述されている。この変化

はドーテルJean-Claude Dhotelの近代カテシスム成立

史研究Les origines du catechisme moderne (1967）

の叙述にも通じる。ドーテルによるとカテシスムも、教

義の説明からモラルの指導へと内容が改変された。な

おラサールについては、ベルノヴィル『近代教育の先駆

者 聖ジャン・バプティスト・ド・ラ・サール伝』(1951)

がある。渡辺一夫教授の訳による。ラサール周辺の敵・

味方関係が描かれている。

42)Chartier et.al.,;op.cit.P.138

43)前掲書171-189頁、なお小林教授は1545年のカテキズム

として、『ジュネーブ教会信仰問答』を考察し、対象を

10歳～14歳の青少年としている（190頁）。渡辺信夫師は

10歳～12歳としている（131頁）。1970年代ドイツでの堅

信礼とその準備としての信仰問答の暗誦の実態は、村

上伸『西ドイツ教会事情』(1984)123-132頁に報告され

ている。厳しい辛口の報告。西ドイツでは「金銭への信

仰」告白、対照的に東ドイツではKonfirmationを選ぶ

ことは、社会的安楽を断念する表現であったことが、こ

の報告からもわかる。

44)Chartier et al.,op.cit,p.4 注２.

45)ブラウンシュヴァイク工科大学の福音主義神学研究室

には、同地の国際教科書研究所から移管された宗教科

教科書のコレクションがある。大部分は19世紀以降の

ものだが、ヘルダーの初版本も保存されている。グライ

フスヴァルト大学古典図書館には、1517～1851年の時

期の452篇に達する教理問答書が保存されている。ヘル

ダーの初版本も含まれる。

46)Chartierなどは、幼少の子供用として、Theodore de
 

Beze（1519-1606）によるカテシスムが使用されたとし

ている（P.4)。しかしドーテルの著書の文献表にはな

く、実在したのかが不明である。16世紀のジュネーブに

９歳未満の子供用のカテシスムがあったのか、その内

容を知りたいのだが・・・。改革派の教会論、幼児洗礼

論、信仰告白説、子供用のカテシスム、それらがどのよ

うに近代の子供観や教育思想を規定したのかは、いま

だ研究されていない。

2011年４月29日

註１への追記 レントルフ教授主催の討論集会記録は、

Trutz Rendtorff (Hg), Protestantische Revolution?

Kirche und Theologie in der DDR: Ekklesiologische
 

Voraussetzungen,politischer Kontext, theologische und
 

historische Kriterien, 1993である。Pollackの報告では、

Gerhart Reinによる記録集Die protestantische Revolu-

tion 19871990, Ein deutsches Lesebuch (1990)と、Ehr-

hard Neubertによる下記２論文が冒頭に挙げられている。

Eine protestantische Revolution.In:Deutschland Archiv,

Bd. 23, 1990, S.704713. Protestantische Kultur und
 

DDR-Revolution. In:Aus Politik und Zeitgeschichte 3,

Mai 1991, Bd.19, S.2129. 第２論文の最後には、1991年

５月段階での統一ドイツとプロテスタンティズムの関係が

展望されている。この思想史上での、現在では忘却されか

かったテーマ「社会変革とキリスト教」を地道に研究する若

者が現れることを期待する。

2011年５月７日
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